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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子商取引ウエブサイトに商品を掲載中の売主に融資金額を転送するシステムであって
、
　電子商取引ウエブサイトを運営する電子商取引サーバーと通信する貸付サーバーと、
　前記電子商取引ウエブサイトが、訪問者にウエブページを提供し、売主が販売商品を目
録化することを許容し、かつ、売主が前記販売商品に値付けすることを許容することと、
　ユーザーの信用プロファイル及びそれぞれの信用情報を格納するために前記貸付サーバ
ーと通信する貸付データベースと、
　コンピュータ通信ネットワークを使用して資金の転送を開始するために前記貸付サーバ
ーと通信する金融処理アプリケーションとを備え、
　前記貸付サーバーは、前記売主のための信用プロファイルを前記貸付データベースから
読み出し、少なくとも前記信用プロファイル及び前記電子商取引サイトまたは同様の電子
商取引サイトでの前記売主の販売履歴の特性の両方に基づいて、前記売主に融資を発行す
るかどうかを決定し、もしそうする場合、前記売主に前記融資が利用可能であることと、
当該融資の条件とを通知し、もし前記売主が前記融資を受諾する場合、前記金融処理アプ
リケーションを使用して前記売主に融資金額を転送し、
　前記貸付サーバーは、前記融資を発行するかどうかの前記決定において、更に、前記売
主が前記決定までに生み出してきた商品の販売量に基づき、前記融資金額を前記販売商品
の販売金額とは無関係に決定することで、前記融資金額を前記販売商品の販売金額よりも
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大きな金額に決定することができるシステム。
【請求項２】
　前記融資を発行するかどうかの前記決定は、前記融資が関連付けられた前記売主による
販売商品の特性を考慮するものであり、
　前記貸付サーバーは、前記販売商品の特性として、少なくとも、前記販売商品が一定期
間内に販売される見込みを考慮する請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記融資は前記商品により担保される請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記商品が前記電子商取引ウエブサイトで販売されるとき、前記商品用の支払いは、前
記貸付サーバーと関連付けた口座に直接的に支払われる請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記貸付サーバーが前記融資を発行すると決定する場合、前記貸付サーバーは、前記融
資の利用可能な能力を指し示すと共に、前記売主に受諾または拒絶を促す警告を、前記売
主のコンピュータに表示開始させる請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記警告はポップアップウインドウである請求項５記載のシステム。
【請求項７】
　前記融資を発行するかどうかの前記決定は、部分的に、前記売主の前記電子商取引ウエ
ブサイトでの取引履歴に基づく請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　前記融資を発行するかどうかの前記決定は、部分的に、前記売主の前記電子商取引ウエ
ブサイトでのフィードバック格付けに基づく請求項１記載のシステム。
【請求項９】
　金銭の貸付プールが、前記融資を含む融資に資金供給するために維持され、前記貸付プ
ールは、部分的に、前記電子商取引ウエブサイトを使用すると共に少なくとも自身の資金
の一部を前記貸付プールに転送する投資売主によって資金供給される請求項１記載のシス
テム。
【請求項１０】
　電子商取引ウエブサイトに商品を掲載中の売主に融資金額を転送するシステムであって
、
　電子商取引ウエブサイトを運営する電子商取引サーバーと通信する、貸主によって維持
される貸付サーバーと、
　前記電子商取引ウエブサイトが、訪問者にウエブページを提供し、買主が販売商品を目
録化することを許容し、かつ、売主が前記販売商品に値付けすることを許容することと、
　前記貸付サーバーと通信し、借用売主がコンピュータ通信ネットワークを使用すること
によって、前記電子商取引ウエブサイトでの販売商品に対して前記借用売主に融資を転送
するための金融処理アプリケーションとを備え、
　投資売主が、前記電子商取引ウエブサイトを使用して、利息を付けた投資金額の返済の
見返りとして、前記貸主が所有する貸付口座に投資金額を転送し、前記貸付口座は、前記
金融処理アプリケーションによって処理されると共に前記借用売主に対する前記融資に資
金供給するファンドを備え、
　前記貸付サーバーは、前記融資を発行するかどうかの前記決定において、更に、前記売
主が前記決定までに生み出してきた商品の販売量に基づき前記融資金額を決定するシステ
ム。
【請求項１１】
　更に、複数のユーザーの信用プロファイル及びそれぞれの信用情報を格納するために前
記貸付サーバーと通信する貸付データベースを備え、前記借用売主に対する前記融資の前
記転送の前に、前記貸付データベース及び前記販売商品の特性を使用して、前記借用売主
によって融資決定が許可される請求項１０記載のシステム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明のコンセプトは、融資及び対応する現金を商品（及び、可能性としてはサービス
）の売主に提供するシステム、方法及びコンピュータ可読な記憶装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　イーベイやクレイグリストのようなオンラインオークションマーケットプレースが当技
術分野で知られており、企業（中規模または大規模だが、しばしば小規模企業）及び個人
が、多数の潜在的購入者を（理想的には）引きつける販売商品の目録（リスト）をプラッ
トフォームに載せることができるようにしている。販売方法は、売主が特定の方法を介し
て販売商品を目録に載せることを含み、それらの商品は、それらが購入されるまで、或い
は、ある予め定めた期間が経過するまで、或いは、商品が一覧表から除外されるまで、販
売用に残される。ときには、オークションまたはマーケットプレースでの販売方法では、
売主が買主と取引を完了させ、買主が購入された商品用の支払い仲介者（例えば、マスタ
ーカード／ビザ、ペイパル等）に支払いをし、売主がその支払い仲介者から実際の支払い
を受けるまで、長期間となる可能性がある。この方法では、典型的には、２週間から４週
間かかる可能性がある。
【０００３】
　必要とされるのは、商品取引が未だ完了していないとしても、売主が即座に販売用の目
録に載せた商品についての現金を受け取ることができる方法である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願第１１／７７６，０５９号
【特許文献２】米国特許出願第１１／６４６，９３４号
【特許文献３】米国特許出願第１１／１６７，９９９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、広範な概念の一つの態様として、電子商取引ウエブサイトを使用する売主に
資金を貸し出すことができる融資システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記態様は、種々のシステムにより達成することができ、その好適な実施の形態として
、（ａ）貸付サーバーが電子商取引ウエブサイトを運営（ホスト）する電子商取引サーバ
ーと通信し、前記電子商取引ウエブサイトが、訪問者にウエブページを提供し、売主が販
売商品を目録化することを許容し、買主が前記販売商品に値付けすることを許容すること
、（ｂ）前記貸付サーバーと通信する貸付データベースが、複数のユーザーの信用プロフ
ァイル及びそれぞれの信用情報を格納すること、並びに、（ｃ）金融処理アプリケーショ
ンが、前記貸付サーバーと通信し、コンピュータ通信ネットワークを使用して資金の転送
を開始することを含み、（ｄ）前記貸付サーバーにより、前記貸付データベースから前記
売主の信用プロファイルを読み出し、少なくとも前記信用プロファイル及び前記電子商取
引サイトまたは同様の電子商取引サイトにおける前記売主の販売履歴の特性の両方に基づ
いて、前記売主に融資を発行するかどうかを決定し、もしそうする場合、前記売主に前記
融資が利用可能であることと、当該融資の条件とを通知し、もし前記売主が前記融資を受
諾する場合、前記金融処理アプリケーションを使用して前記売主に融資金額を転送する。
前記貸付サーバーは、前記融資を発行するかどうかの前記決定において、更に、前記売主
が前記決定までに生み出してきた商品の販売量に基づき、前記融資金額を前記販売商品の
販売金額とは無関係に決定することで、前記融資金額を前記販売商品の販売金額よりも大
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きな金額に決定することができる。
【０００７】
　上記態様は、また、（ａ）貸付サーバーが電子商取引ウエブサイトを運営する電子商取
引サーバーと通信し、前記電子商取引ウエブサイトが、訪問者にウエブページを提供し、
売主が販売商品を目録化することを許容し、買主が前記販売商品について値付けまたは購
入することを許容すること、並びに、（ｂ）金融処理アプリケーションが、前記貸付サー
バーと通信し、借用売主がコンピュータ通信ネットワークを使用することによって、前記
電子商取引サイトでの販売商品に対して前記借用売主に融資を転送することを含み、（ｃ
）投資売主が、前記電子商取引ウエブサイトを使用して、利息を付けた投資金額の返済の
見返りとして、前記貸主が所有する貸付口座に投資金額を転送し、前記貸付口座は、前記
金融処理アプリケーションによって処理されると共に前記借用売主に対する前記融資に資
金供給するために使用され、前記貸付サーバーは、前記融資を発行するかどうかの前記決
定において、更に、前記売主が前記決定までに生み出してきた商品の販売量に基づき、前
記融資金額を前記販売商品の販売金額とは無関係に決定することで、前記融資金額を前記
販売商品の販売金額よりも大きな金額に決定することができるシステムによっても達成可
能である。
【０００８】
　これらは、以下に明らかとなるであろう他の態様及び利点と共に、本願の一部を構成す
る添付図面を参照して、以下に一層十分に説明され、かつ、権利請求される構成及び作用
の詳細な説明中に存在する。なお、全体を通して、同様の番号は同様の部分を示す。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　本発明の更なる特徴及び利点は、本発明の種々の実施の形態の構成及び作用と同様、添
付図面と共に以下の好適な実施の形態の説明を参照すれば明らかになり、かつ、より容易
に理解されるであろう。
【図１】図１は、一実施の形態に係る、電子商取引システムのブロック図である。
【図２】図２は、一実施の形態に係る、貸主と関連づけた構成要素を図示するブロック図
である。
【図３】図３は、一実施の形態に係る、貸主に売主を登録する方法の一例を図示するフロ
ーチャートである。
【図４】図４は、一実施の形態に係る、前記貸主についての登録中に、売主が貸主につい
ての自身のオークションサイトのアカウントを認証する方法の一例を図示するフローチャ
ートである。
【図５】図５は、一実施の形態に係る、オークションサイトを使用して貸主から売主へと
融資を行う方法の一例を図示するフローチャートである。
【図６】図６は、一実施の形態に係る、融資を付与するかまたは拒否するかを決定する方
法の一例を図示するフローチャートである。
【図７】図７は、一実施の形態に係る、商品情報を電子オークションサイトに入力するた
めに売主によって使用される入力画面の図である。
【図８】図８は、一実施の形態に係る、販売用の目録の商品に対して融資の利用可能性を
指示するポップアップ画面である。
【図９】図９は、一実施の形態に係る、当事者間での商品と現金との流れを図示するフロ
ー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　添付図面に事例が図示された本発明の現在の好適な実施の形態について、以下、詳細に
説明するが、全体を通じて同様の参照番号は同様の構成要素を示す。
【００１１】
　下記の発明のコンセプトは、米国特許出願番号第１１／７７６，０５９号、第１１／６
４６，９３４号及び第１１／１６７，９９９号に記載のような電子オークション及びオン
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ラインマーケットプレースシステムと共に使用可能であり、これら３つの出願は、参照に
よって全体として本願に合体される。
【００１２】
　売主が販売商品を（イーベイのような）電子オークションサイトまたは（アマゾンスト
アのような）オンラインマーケットプレースサイトに置くとき、前記売主は、それらの商
品の買主を受け入れ、それにより前記買主から支払いを受けたいと思うであろう。前記売
主が販売商品を目録にする時と、そのような販売に関連する資金が前記売主により（買主
）から最終的に受領される時との間の期間中、前記売主は、資金借用の申し出を受け入れ
ようとするかもしれない。例えば、もし売主がテレビを１００ドルの定価で販売しようと
する場合、その売主がそのテレビの買主を待つ一方で、その売主は、最終的な販売を予測
して貸主からある金額（例えば、５０ドル）の借用を望むかもしれない。その売主が、そ
のテレビをそれから販売し、結果として１００ドルをその買主から受け取ると、その後、
その売主は、前記貸主に前記５０ドルを返済することができる。そのような融資の借用及
び返済は、全て、電子商取引システムの環境において、電子的に、かつ、途切れなく達成
することができ、それにより、商品が販売されている間にキャッシュフローを維持するた
めの容易な方法を売主に提供する。一実施の形態では、前記売主に対する融資は、一定金
額の３０日ローン（前記売主が、その貸付金に加えて所定の金額を手数料及び／または利
息額として返済するまで３０日あることを意味する）として構成することができる。なお
、その商品が実際に販売されることは要求されないかもしれない。更に、融資金額は、前
記売主により生み出されると予測される金額に対して、多少は一定の割合となるかもしれ
ないが、この割合は変わるかもしれず、また、前記融資金額はこの予測される販売価格と
全体的に無関係でさえあるかもしれない。
【００１３】
　電子商取引システムは、イーベイのようなオークションサイトを始め、商品の購入／販
売に使用されるあらゆるオンライン電子商取引システムとすることができる。しかし、以
下に述べる方法及びシステムは、商品を定価で販売する（または、売主が販売商品を目録
化することができる）非オークションサイトにも同様に適用することができる。
【００１４】
　図１は、一実施の形態に係る、電子商取引システムのブロック図である。
【００１５】
　買主１００、売主１０２及び訪問者１０４のような商取引サイトのユーザー（及び、そ
の他のあらゆるユーザー）は、インターネットのようなコンピュータ通信ネットワークを
介して、その商取引システムホスト１０６と情報をやり取りすることができる。前記商取
引システムホスト１０６は、前記ユーザーのブラウザーを介して閲覧可能なウエブページ
を提供することができ、前記ブラウザーは、そのユーザーがグラフィカルユーザーインタ
フェースを使用して前記商取引システムと情報のやり取りをし、かつ、商品を購入及び／
または販売することを許容することができる。オークションの商品を購入してそのオーク
ションを早期に終了するために（例えば、イーベイの「今すぐ購入」）、販売商品に定価
をつけることができ、或いは、その価格をオークションで決定することができ、或いは、
オークションと定価との組合せとすることもできる。
【００１６】
　売主１０２は、前記商取引サイトホスト１０６を介して、それらの販売商品を前記商取
引サイトの目録に載せることができる。買主１００は、前記商取引サイトホスト１０６を
介して、その商取引サイト上の販売商品を閲覧することができる。訪問者１０４は、その
商取引サイトをあらゆる目的で使用することができ、販売商品を目録に載せたり購入した
りすることは要求されない。
【００１７】
　前記売主１０２が自らの販売商品を一旦目録化すると、前記貸主１１０は、そのオーク
ションの目録をありとあらゆる方法で知ることができる。前記売主１０２は、典型的には
、前記貸主オンラインウエブサイトを介して前記貸主１１０に事前登録されているであろ
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う。登録時に、前記貸主１１０は、多数のオークション及びオンラインマーケットプレー
スサイトに目を通し、そのときにそのようなサイトに掲載されている商品を特定してもよ
い。一旦特定されると、前記貸主１１０は、１以上のそのような掲載物に関して前記売主
１０２に申し出をしてもよい。登録後に更なる商品が掲載されたときは、前記売主１０２
が、掲載商品に関する融資を受ける機会について数々の方法で通知を受けるようにしても
よい。例えば、前記売主のコンピュータ（または、ブラウザ）で動作するプラグインによ
り、新しい掲載物を前記貸主１１０に送信するようにすることができる。或いは、前記貸
主１１０は、不規則的、規則的または連続的な方式で、前記商取引サイトホスト１０６を
ポーリングして、前記現在の売主及びその商品を評価し、前記特定の売主１０２による何
らかの新たな目録があるかどうか決定することができる。ここで、多数の商取引サイトホ
ストを介して商品を目録に掲載する売主に対して貸主が融資を利用可能とする場合、貸主
１１０は、２以上のサイトをポーリングすることもある点に留意すべきである。
【００１８】
　一旦、前記貸主１１０が前記売主１０２による新たな掲載物に気付くと、その貸主１１
０は、その売主１０２に対して融資の申し出をするかどうか決定することができる。この
決定に関しては、以下でより詳細に説明する。前記貸主１１０が前記売主１０２に対して
融資の申し出をすると決定した場合、その融資の申し出が前記売主１０２に提示される。
前記融資の申し出は、前記売主に対する電子メールの形式、ポップウインドウ形式、その
売主の携帯電話へのテキストメッセージの形式、または、その他のあらゆる公知の通信方
法の形式とすることができる。前記融資の申し出は、また、他の融資条件、例えば、３０
日（または、他のある期間）以内に返済しなければならない１００ドルの融資、３０日期
限の当該返済金額、当該融資に含まれる利息率等を包含することもある。
【００１９】
　一旦、前記買主１００が、前記融資の申し出を受領すると、前記買主１００は、前記融
資の申し出を受諾するか拒否するかを決定し、その決定を前記貸主１１０に返信すること
ができる。前記買主１００が前記融資の申し出を受諾した場合、前記貸主１１０は、支払
処理装置１０８を使用して前記融資の申し出を前記売主１０２に提供することができる。
前記支払処理装置１０８は、一方の当事者から他方の当事者に資金を電子的に転送可能な
あらゆるタイプのものとすることができ、このシステムは、前記貸主及び引受銀行のいず
れかと共に、または、第三者を介して（若しくは他のあらゆる商業的に受諾可能なアクセ
ス手段を介して）格納してもよい。例えば、前記支払処理装置１０８は、前記貸主の口座
１１０から前記売主の口座１０２へと金銭を電信送金する銀行とすることができ、自動資
金決済センター（ＡＣＨ）を介したものと同様、ペイパル等の電子的支払処理装置とする
ことができる。前記売主には、また、デビットカードを発行することもでき、或いは、前
記融資される資金を転送可能な他の金融手段を発行することもできる。また、支払いには
、業界で公知の、或いは、将来的に利用可能になるかもしれない多くの他の選択肢もある
。
【００２０】
　前記売主１０２は、その後、前記商品を販売し、当該販売から前記収益を受け取ること
ができる。前記売主１０２は、その後、以下に述べる、或いは、別の方法で前記売主に利
用可能なあらゆる電子的返済方法を使用して、前記貸主１１０に前記融資を返済すること
ができる。前記融資の返済は、典型的には、前記商品の販売には依存しない点、即ち、前
記商品が実際に販売されたか否かにかかわらず、前記売主１０２は、依然として、前記貸
主１１０に対する前記融資の返済条件を満たさなければならない点に留意する。前記融資
には、（たいていの商用ローンのように）前記貸主１１０が前記売主１０２に当初融資し
たものを超えて、前記売主１０２が前記貸主１１０に支払わなければならないであろう金
利があるかもしれず、ないかもしれない。この追加的な金額は、利息ではないかもしれな
いが、むしろ、（均一基準の、または、融資された１００ドルの金額につき所定の金額と
いった取引のサイズに応じた）手数料の形式で表れるかもしれない。
【００２１】
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　この方法では、売主は、オークション若しくはオンラインマーケットプレース（若しく
は他の電子商取引サイト）を利用して、資金を迅速に（及び、その資金が転送される方法
に応じて潜在的には即座に）受領することができる一方、それらの目録にある商品をオー
クション（または販売）に置き、かつ、その後、前記融資を返済することができる。前記
売主は、自身が受け取る前記融資資金について手数料及び／または金利を支払わなければ
ならないであろうけれども、売主が自らの業務を継続して追加の在庫を購入し、或いは、
新たなビジネスの機会を追求するのに適切なキャッシュフローを持つことを保証するため
、売主にとってその価値はあるであろう。
【００２２】
　図２は、一実施の形態に係る、貸主と関連づけた構成要素を図示するブロック図である
。図１中の前記貸主１１０は、多数の異なる構成要素を備えることができる。
【００２３】
　融資処理システム２０４は、基本的な口座及び融資サービス処理を提供可能であり、融
資サービスは、アプリケーションサービスプロバイダー（ＡＳＰ）モデルを使用するホス
トされたサービスを利用して配信可能である。ブラウザーは、ウエブブラウザーを介して
前記融資処理システム２０４にアクセス可能であり、融資データ（例えば、日付、金額、
手数料、期限、金利等）を表示可能なグラフィカルユーザーインタフェースにより、その
顧客アカウントにログオン可能である。
【００２４】
　引受業務エンジン２００は、オークションサイトでの販売商品のモニター機能を提供し
、過去の商品販売のデータと売主の販売商品の申し出に関するデータとを収集する。前記
引受業務エンジンは、売主及び商品を評価し、かつ、融資の申し出を成立させるためのリ
スクモデルを包含可能である。引受業務エンジン２００は、異種情報源からデータを抽出
し、その異種情報源は、１以上の信用調査所（例えば、エキファックス、トランスユニオ
ン等）からの情報、イーベイまたは他の商用サイト販売者格付け情報、及び／またはペイ
パル口座情報、並びに、見込み融資が適用中である特定の商品に関する商品情報を含むこ
ともある。例えば、前記特定商品に関する商品情報は、販売中の商品とオークションサイ
トでの同一または同様の商品との比較情報を含むことができ、かつ、商品の状態、比較商
品の販売価格、及び、売主がその商品を販売する見込みに関する情報のような情報を含む
ことができる。
【００２５】
　口座サービス２０８は、文書通信、外地向徴収、内地向顧客サービスを含むことがある
。これら３つの機能は、サービス提供者（サービスプロバイダー）に外部委託してもよい
。前記融資サービスウエブサイト２０６は、前記顧客（借主）が全てのそれぞれの口座情
報にアクセスすることを提供し許容することができる。
【００２６】
　これらの構成要素は、全て、ローン２０２の借主への販売を促進するために協働可能で
ある。
【００２７】
　図３は、一実施の形態に係る、貸主に売主を登録する方法の一例を図示するフローチャ
ートである。
【００２８】
　上記の方法では、貸主が金銭を売主に融資可能なとき、または、融資可能な前に、売主
は、典型的には、貸主への登録をする必要がある（別の実施の形態では、登録は要求され
ないが）。登録により、貸主に対して売主が自身の本人確認をすることができ、かつ、そ
の貸主が、とりわけ、オンラインマーケットプレースでのその売主の格付けを精査したり
、種々のオンラインマーケットプレースでの販売目録の商品を精査したりする等して、そ
の売主の信用プロファイルを評価することができる。前記信用プロファイルは、前記売主
の信用履歴の格付け情報であり、その貸主がその売主に金銭を貸し付ける能力を決定する
ためのものである。



(8) JP 5852886 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

【００２９】
　前記方法は、前記売主が自身を前記貸主に登録する処理３００で開始可能である。これ
は、当業界で公知のように行うことができ、前記売主は、前記貸主のウエブサイトを（ウ
エブブラウザーを使用して）訪問して、自身についての（個人の、及び／または、自身の
会社の）情報を入力することができ、その情報は、その氏名、社会保障番号、会社名、販
売商品、住所、銀行口座、オークションサイトのユーザーネーム、オークションの目録等
を含むことができる。
【００３０】
　処理３００から、前記方法は、前記売主の信用プロファイルを決定する処理３０２に進
むことができる。信用履歴情報は、他の貸主からなされた融資の返済に関する借主の履歴
を編集したものであり、その売主に金銭を貸し付けるかどうかを決定すべく、前記貸主に
よって使用可能である。
【００３１】
　売主の履歴は、その売主の信用プロファイル（本用語が当業界で使用されているように
、国家信用調査所の一つでなされた記録を含む）に関連しているが、前記売主の履歴は、
また、追加の情報を合体してもよい。例えば、前記売主の履歴は、オークションや（イー
ベイのような）オンラインマーケットプレースサイトでのユーザーの格付け、寄せられた
苦情、商品の販売量、販売商品のドルでの金額等を合体してもよい。前記売主の信用プロ
ファイルにそれらの因子を合体すると、当該信用プロファイルを、特定の売主への金銭の
貸し付けに含まれるリスクをより正確に表すために役立てることができる。
【００３２】
　例えば、２人の売主が同一の基準のフェアーアイザック社（ＦＩＣＯ）の（前記信用調
査所の一つによって決定された）信用度点数を有しているとする。１番目の売主は、イー
ベイの肯定的なイーベイ販売者格付けを９９．５％有し、そのオークションサイトで１週
間に平均して５０００ドルの商品を販売する一方で、２番目の売主は、イーベイの肯定的
なイーベイ販売者格付けを９５．０％有し、そのオークションサイトで１週間に平均して
１０００ドルの商品を販売する。１番目の売主の前記プロファイルは、（ａ）２番目の売
主よりも一層高く格付けされているため、融資を付与するのに、無論、より好ましいもの
であろうし、（ｂ）１番目の売主は、前記融資の返済の原資となるより多くのキャッシュ
フローを有するため、前記貸主から最終的により多くの融資を受けるかもしれない。しか
しながら、両方の売主が融資を受けるかもしれないが、それらの融資条件は異なるかもし
れない（例えば、１番目の売主はより高い融資金額、より低い手数料等を受けるかもしれ
ない）。
【００３３】
　販売商品を目録化する売主の前記信用プロファイルは、その売主に融資を与えるかどう
か、及び、（もし与えられる場合は）融資の申し出の重要な条件を決定するために使用さ
れるが、前記信用プロファイルは、貸付の決定をする際に使用される唯一の情報ではない
かもしれない。前記貸主は、また、前記販売目録にある商品に関する因子、例えば、商品
カテゴリー、商品が販売される見込み、商品の予想価格、（適用可能な場合は）最低競売
価格、外的なマーケット条件、及び、多くの他の因子を考慮に入れてもよい。更に、前記
貸主は、（１以上のオークション／オンラインマーケットプレースサイトで）売主によっ
て目録化された他の数々の商品、及び、売主の販売履歴を考慮してもよい。例えば、前記
売主が、実際の商品を販売するとき、その商品は、融資の要求と関連付けることができ、
かつ、その商品の特性（例えば、販売価格、その商品が３０日以内に販売される見込み等
）は、その売主に融資を付与するかどうかの決定における因子となり得る。したがって、
貸主は、（ＦＩＣＯ点数等の他の信用点数とは独立して）その売主自身の点数を計算して
もよく、その点数は、ここに述べるあらゆる情報を考慮に入れたものとすることができ、
貸付をするか否かの決定をする際に売主に役立つであろう。
【００３４】
　処理３０２から、前記方法は、処理３０４に進み、処理３０２で決定された前記信用プ
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ロファイルをデータベース中で前記売主に関連付ける。前記売主に融資を付与するかどう
かの決定がなされることになるときはいつでも、前記売主の信用プロファイルは、その決
定を容易にするために（前記貸主と関連付けた）前記データベースで読み出すことができ
る。また、その際、前記売主の信用プロファイルに含まれる情報を更新する等、追加のリ
スクマネジメント努力を開始してもよい。
【００３５】
　図４は、一実施の形態に係る、前記貸主についての登録中に、売主が貸主についてのオ
ンラインマーケットプレースサイトのアカウントに関する自身のオークションを認証する
方法の一例を図示するフローチャートである。売主は、２以上のオークションまたはマー
ケットプレースサイトを使用して販売してもよく、かつ、その売主が販売する各サイトは
独立して認証可能である点に留意する。したがって、異なるオークションサイトでの前記
売主の異なるユーザー名／アカウントは、全て、認証可能であり、かつ、その売主のアカ
ウントと関連付け可能である。
【００３６】
　売主が貸主に登録する際には、その売主がそうであると主張する実際の売主であること
を実証することが望ましいかもしれない。例えば、詐欺的な人物が、（図３に示す前記登
録処理を使用して）前記貸主に登録することがあるかもしれず、かつ、そのオークション
またはオンラインマーケットプレースサイトとは無関係の売主であると主張するかもしれ
ず、これにより、非認証の取引を発生することになるかもしれない。したがって、図３に
示す前記登録処理中のいかなる時点でも、前記貸主は、例えば、前記売主に一意のメッセ
ージをタイプ入力することを要求することによって前記売主を認証することができる。な
お、そのメッセージは、前記オークションまたはオンラインマーケットプレースサイトの
通信システムを介して、そのオークションまたはオンラインマーケットプレースサイトに
おける前記認証された当事者にのみ送信されるであろう。したがって、前記売主が、本当
に、当該売主が主張するオークションサイトで前記ユーザー名を所有している場合、その
売主のみが、前記一意のメッセージを受け取るであろうし、かつ、前記指摘に係る活動が
認証されるかどうかを確認することができる。
【００３７】
　この方法は、図３に示すように、前記売主が前記貸主に登録する処理４００から開始す
る。
【００３８】
　処理４００から、前記方法は、処理４０２に進み、前記売主は、前記貸主に対してその
売主のユーザー名（または、１以上のオークション及びオンラインマーケットサイトにお
けるその売主のアカウントの他の識別子）を識別する。この例では、前記オークション／
オンラインマーケットプレースサイトの各ユーザーは、一意のユーザー名を有し、よって
、そのユーザー名によって識別可能である。更に、対応する融資について、登録後、及び
、将来的な目録化の際に、再度、前記オークション／オンラインマーケットプレース通信
システムを介して、前記売主に確認を送信してもよい。なお、この確認は、前記特定の売
主と前記融資に関連付けられた目録化されたそれぞれの商品とに関連するものである。
【００３９】
　処理４０２から、前記方法は、処理４０４に進み、前記貸主は、一意のメッセージ（ラ
ンダムに生成したコード、一意のウエブリンク等とすることができる）を、前記オークシ
ョンまたはオンラインマーケットプレースサイトの通信システムを介して、前記売主に送
信する（前記売主が、商品を販売するために２以上のオークション／オンラインマーケッ
トプレースを利用する場合は、無論、２以上のメッセージを送信してもよい）。例えば、
前記オークションまたはオンラインマーケットプレースサイトのユーザーは、メッセージ
及びそのオークションサイトのユーザー名を入力することができ（または、通信リンクを
クリックすることができ）、そのオークションサイトは、前記メッセージをそのユーザー
名の所有者に（典型的には、当該所有者に対してそのメッセージを含む電子メールを送信
することで）配信するであろう。したがって、前記売主がそのオークションサイトで前記
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ユーザー名を所有する場合、その売主は前記一意のメッセージを受け取るであろうし、そ
うでない場合は、その売主が一意のメッセージを受け取ることはないであろう。
【００４０】
　処理４０４から、前記方法は、処理４０６に進み、前記売主は、処理４０４で受領した
前記一意のメッセージを自身のコンピュータにタイプ入力し、これにより、その一意のメ
ッセージは、前記ログイン／認証処理を実行している前記貸主のサーバーに送信される。
メッセージをタイプ入力する代わりに（または、これに加えて）、前記売主は、また、当
該売主に（電子メール等を介して）配信されるリンクをクリックすることにより前記認証
処理を完了するようにしてもよく、この認証処理は当該売主のブラウザーを一意のＵＲＬ
に向かわせることができ、これにより、前記売主は前記認証を完了することができる。前
記売主により提供される金融口座は、また、その口座に小額のランダムな金額（例えば、
１３セント）を預け入れることにより、若しくは、商業的に利用可能な即時口座確認プロ
バイダーにより確認可能である。なお、即時口座確認プロバイダーでは、そのユーザーの
銀行ログインがアカウントの所有者を確認するために使用される。処理４０６から、前記
方法は、処理４０８に進み、処理４０６において前記売主により入力された一意のメッセ
ージが、処理４０４で送信された前記一意のメッセージと合致するかどうかを判断する。
上記のとおり、追跡コードを含む一意のＵＲＬを前記売主へ提供し、当該追跡コードによ
り前記売主が当該一意のＵＲＬを訪問したことを確認するようにすることもできる。
【００４１】
　上記において合致する場合は、前記方法は処理４１０に進み、前記売主が認証され、か
つ、前記登録処理が継続可能となると共に、前記貸主のサービスの使用が許可可能となる
。前記認証処理（処理４０４～４１２）は、前記売主が使用する（及び、前記貸主に対し
て確認がなされた）各オークションまたはマーケットプレースサイトで繰り返し可能であ
る。
【００４２】
　上記において合致しない場合は、前記売主は認証されず、前記方法は処理４０４に復帰
することができ、そこで、前記認証を再試行することができる。ここでは、２以上のサイ
トを含むことがあり、かつ、各サイトは、ここに述べるようにして確認／認証可能であり
、認証が成功しなかったサイトは再試行可能である点に留意する。
【００４３】
　図５は、一実施の形態に係る、オークションサイトを使用して貸主から売主へと融資を
行う方法の一例を図示するフローチャートである。
【００４４】
　前記方法は、売主がオークションまたはオンラインマーケットプレースサイト（店頭技
術を介したものを含む）で販売商品を目録化することから開始可能である。これは、当業
界で公知のものとしてなし得るものであり、例えば、前記売主が、オークションまたはオ
ンラインマーケットプレースサイトでの自身のアカウントにログオンし、フォームに前記
販売商品及びそのパラメータ（例えば、販売価格、最低競売価格等）を記載する。これは
、また、自動目録化ソフトウエア製品を介して達成可能でもある。
【００４５】
　処理５００から、前記方法は、処理５０２に進み、前記目録の商品を前記貸主に送信す
る。これは、数々の方法で行うことができる。前記売主は、処理５００で目録化された前
記商品を自動的に前記貸主に送信するプラグイン（例えば、ブラウザーのプラグイン技術
）を備えることができる。これに代えて、前記貸主が、前記オークションまたはオンライ
ンマーケットプレースウエブサイトを（手動で、または、好ましくはロボットを使用して
）連続的に横断し、現存するオークションまたは目録について（または、アプリケーショ
ンプログラムインタフェースを介して）適切なデータを表示することができ、これにより
、（図３に示す前記登録処理を介して当該貸主に知られている）前記売主がいつ新商品を
目録化したかを自動的に決定することができる。前記売主は、また、当該売主が新販売商
品を目録化したときに、前記貸主に手動で通知することもできる。
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【００４６】
　処理５０２から、前記方法は、処理５０４に進み、前記売主に融資の申し出をするかど
うかを決定する。この決定については、以下、より詳細に説明する。前記融資が拒否され
る場合、前記方法は、処理５１２に進み、この商品に関する融資はなされない。
【００４７】
　処理５０４において前記融資が認められる場合、前記方法は、処理５０６に進み、前記
売主に対して融資の申し出をする。前記融資の申し出は、電子メールメッセージ、当該売
主のコンピュータへのポップアップ画面、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のメッ
セージ等のように、多くの形態で行うことができる。
【００４８】
　処理５０６から、前記方法は、処理５０８に進み、前記売主が前記融資を受諾するかど
うかを決定する。前記売主は、前記貸主に対し、電子メール、ウエブフォームのボタンの
クリック等、数々の方法で、前記融資に関する自身の受諾または拒絶を表明することがで
きる。前記売主が拒否する場合、前記方法は処理５１２に進み、この商品に対する融資は
処理されない。
【００４９】
　処理５０８において、前記売主が前記融資の申し出を受諾する場合、前記方法は、処理
５１０に進み、前記融資資金を前記売主に送金する。これは、ペイパル、自動資金決済セ
ンター（ＡＣＨ）、電信送金、口座振込、デビットカードへの資金の入金等、ここに述べ
る（または述べない）あらゆる方法を使用して行うことができる。
【００５０】
　前記資金が前記売主に直接的に支払われる代わりに、前記売主は、当該資金を他の経路
へ分配させることを選択可能である。例えば、融資資金は、当該売主により指定された投
資口座に直接入金することもできる。この方法では、前記売主は、商品が実際に販売され
る前に、商品販売から発生するであろう金銭を投資することができる。これに代えて、前
記売主のクレジットカードまたは他の負債（前記貸主に対する他の負債を含む）を返済す
るために、前記融資支払いを直接的に口座に入金することができる。
【００５１】
　売主が融資を受諾するとき、前記貸主は、また、当該売主が他の販売商品をオークショ
ンサイトに有しているかどうかを確認するためのチェックも行うことができ、そうする場
合、前記貸主は、前記売主による各販売商品に対して、再度、処理５０４～５１２を完了
して、当該売主が販売用に有する他の商品について他の融資を潜在的に行うことができる
。これらの融資は、組み合わせることができ、かつ、前記売主に一体的に申し出ることが
できる。
【００５２】
　図６は、一実施の形態に係る、融資を付与するかまたは拒否するかを決定する方法の一
例を図示するフローチャートである。融資取引は、売主による特定の一つの販売商品また
は複数の販売商品に関連付けることができ、かつ、その融資の受諾または拒否は、当該商
品の特性に基づかせることができる。「財布データ」を決定を行うために使用することが
でき、その財布データは、信用調査所データ、クレジットカード、または、消費者個人に
ついて発見可能な他のデータを有することができる。非財布データは、住宅ローン会社、
自動車ローン会社、または、分割払い若しくは個人ローンの金額等、典型的には容易に利
用可能ではないその他の情報であり、かつ、当該申込者が詐欺的行為を行わないことにつ
いての非常に強い指標である。非財布データは、同一性を確認できる特徴を備えるが、信
用度点数には含まれない。融資の決定は、財布データ及び／または非財布データを使用し
て行うことができる。財布データ及び非財布データの両者を組み合せると、結果的に、高
い正確さで、ここに述べる融資について信用取引する価値のある借主を決定することがで
きる。別の実施の形態では、融資は、前記売主により販売される前記特定の商品を考慮に
入れることなく、受諾または拒否することができる。
【００５３】
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　この方法は、処理６００から開始し、前記売主の信用プロファイルを読み出す。この信
用プロファイルは、貸主１１０等、前記貸主に関連付けたサーバーまたはデータベースに
格納することができる。この信用プロファイルは、前記売主に関するデータを含むが、当
該売主の現在のオークション商品のデータについては、含むかもしれず、含まないかもし
れない。
【００５４】
　処理６００から、前記方法は、処理６０２に進み、販売される前記商品の特性を読み出
す。これらの特性は、前記オークションまたはオンラインマーケットプレースサイト自身
から得ることができる。前記融資と関連付けたこの販売商品は、前記売主のオークション
のユーザー名及びその商品名（または、その商品が目録に掲載された時間、オークション
番号、若しくは、その他の当該商品の識別子）によって識別可能である。これに代えて、
前記売主は、前記オークションサイトに直接リンクを有することにより、当該オークショ
ンサイトで情報収集する必要なく、（ＸＭＬのような）転送プロトコルを使用して、商品
特性を直接的に読み出すこともできる。
【００５５】
　処理６０２から、前記方法は、処理６０４に進み、融資スコアを決定する。前記融資ス
コアは、前記売主が前記融資を所定の期間（例えば、３０日）以内に返済可能であると思
われる確率と相関する数値である。前記融資スコアは、大手の信用調査所に由来する前記
売主の信用点数、前記売主のイーベイまたは他のオンラインマーケットプレースの格付け
、（その商品を販売する見込み及びいくらでその商品を販売するかに関する情報等の）販
売される前記商品に関する前記売主の商用及び／またはペイパルのアカウント情報のよう
な因子の組合せからなるものとすることができる。この情報から、前記貸主は、売主に特
定の融資をするかどうか、及び、その融資の条件を決定することができるが、これに加え
て、おそらくは、あらゆる時点において前記売主に対してなされる可能性のある全ての融
資の最高総合計金額についても決定することができる。
【００５６】
　前記融資の決定に合体可能な（前記信用プロファイルに存在するかもしれず、また、前
記融資の決定と同時に決定されるかもしれない）因子は、前記売主がそれまで生み出して
きた販売量（ドル金額及び／または販売商品数）を含むことができる。前記売主が、オー
クションサイトで成功した売主である場合、その売主は、販売目録に掲載されている／提
示されている当該商品を、より販売する見込みがあるとみなされるかもしれない。使用可
能な他の因子は、前記オークションサイトでの前記売主のフィードバック格付け情報であ
る。オークションサイトは、一般に、買主が自らの売主との経験を格付けすることを可能
にするユーザーフィードバックメカニズムを採用している。相対的に良好なフィードバッ
ク格付けを有する売主は、より評判が良く、したがって、当該販売される商品を販売する
見込みを一層有すると共に、自身の良好な評判に基づいて前記融資を返済する見込みを一
層有すると考えられるかもしれない。
【００５７】
　処理６０４から、前記方法は、処理６０６に進み、前記融資スコアが所定のしきい値（
または、その代わりに、所定のしきい値よりも低いもの）よりも大きいか否かを決定し、
そうでない場合、前記方法は、処理６１０に進み、前記融資を拒否する。
【００５８】
　前記融資許諾処理の一部として、前記貸主は、また、同一のオークションサイトにおい
て販売商品に基づいて金銭を融資する可能性のある他の貸付団体に相談し、それらが同一
の商品に基づいて金銭を既に融資しているかどうかを見ることができる。もしそうなら、
前記貸主は、そのような商品に対して金銭を融資したくはないかもしれない。
【００５９】
　処理６０６から、前記スコアが前記所定の条件に合致する（例えば、所定の数を超える
、或いは、未満である）場合、前記方法は、処理６０８に進み、前記融資を承認し、かつ
、前記目録にある商品に関して前記売主になされる前記申し出の性質を決定する。実行さ
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れる前記売主の分析及び実行される前記商品の分析に依存して、前記貸主は前記申し出の
条件を決定し、その条件は、前記融資の金額、返済期間、課される手数料及び他の融資条
件を含むこともある。
【００６０】
　一実施の形態では、多くの会社が、融資を行うか否かを決定するために典型的な信用調
査所の情報を使用するが、貸主は、その融資の決定を、前記信用調査所、及び、イーベイ
の（または他のマーケットプレースの）売主格付けのような、融資決定をすることに典型
的には関連付けられていない追加の情報、並びに、（前記商品を販売する見込み、及び、
商品を販売するであろう金額のような）前記売主がオンラインで販売しようとしている前
記商品に関する何らかの確認情報に基づいて行うであろう。したがって、前記貸主は、融
資を求める売主のための複合リスクスコアを作成する３つの（または、あらゆる数の）因
子を設定してもよい。一例として、前記貸主は、７０％の比重を、前記売主についての前
記信用調査所に置き（ＦＩＣＯスコアだが、５００～１０００の尺度に正規化されると共
に、例えば、８５０のスコア以上であれば１０００と同一とし、５００以下のスコアであ
れば５００と同一とし、その他の全てのスコアについてそのようなポイント間で均等に拡
散する）、２０％の比重を、前記売主の格付けに置き（イーベイでの、例えば、１～１０
００の範囲となるかもしれないものであって、１０００であれば１００％、かつ、５００
以上のレビューを有する肯定的売主スコアを表し、０は９２％以下、若しくは、５００未
満のレビューを有する売主スコアと同等である）、１０％の比重を、その商品を販売する
見込みのようなその他の因子に置く（１～１０００を基本とし、１０００は非常にその見
込みが高く、ゼロは見込みが低い）。無論、これらは、単なる例であり、他の因子及び尺
度を使用することができる。前記貸主は、前記売主に厳密に申し出をするために、全体的
な合計スコアとして６００を求めているかもしれない。
【００６１】
　例えば、売主が、６７５のＦＩＣＯスコア、９６％の売主格付け（５００以上のレビュ
ー）、及び、５０％の当該商品の販売見込みを有すると考える。この例では、５００が下
限（５００ポイントに対応）であり、８５０が上限（１０００ポイントに対応）であるの
で、５００（１０００～５００）の前記尺度ポイント範囲を３５０（８５０～５００）で
割ると、１ＦＩＣＯポイントにつき約１．４２９尺度ポイントに等しくなる。したがって
、６７５のＦＩＣＯスコアに対して、（６７５－５００）＊１．４２９＋５００＝７５０
となる。また、掛け算して７５０＊７０％（この因子の比重）＝５２５ポイントが、前記
複合スコアのうちのＦＩＣＯ成分に帰せられる。また、前記売主格付け成分は、同様に演
算されて、（１０００）／（１００－９２）＝１２５という販売格付け当たりのスケール
ポイントとなり、これにより、９６％の売主格付けに対して、（９６－９２）＊１２５＝
５００となり、５００に２０％（前記第２の因子の比重）をとって＝１００ポイントが、
前記複合スコアのうちの前記売主格付け成分に帰せられる。前記第３の要素に関しては、
前記商品を販売する前記５０％の見込みは、前記商品の販売見込みパーセンテージポイン
ト当たり（１０００－０）／１００＝１０スケールポイントとなる。したがって、この例
では、前記商品の販売見込みが５０％であるので、５０＊１０＝５００となり、５００の
１０％をとって＝５０となり、前記複合スコアの第３の要素（前記商品の販売見込み）は
５０ポイントとなる。そして、前記複合スコアとしては、加算して、５２５プラス１００
プラス５０＝６７５ポイントとなる。前記貸主が、６００を超えるスコアを有する前記売
主のものにだけ貸付をしたいと思っているなら、上記の例は、結果として、前記売主への
申し出となる。このスコアは、また、前記申し出の性質がどのようなものであるかを決定
するために決定的に重要な意味を持つかもしれず、より高いスコアは、結果的に、より良
い（前記売主に対してより低い費用の）申し出となる。無論、このスコアは、どの程度（
どの時点においても）前記貸主が前記売主に資金を貸し付けるつもりがあるのかについて
の、並びに、貸主に対する売主の返済履歴についての何らかの決定のように、その他の因
子と組み合わせなければならないかもしれない。
【００６２】
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　更に、上記商品のいくつかは、また、提供される前記申し出の性質の一因となるかもし
れない。一旦、前記売主に融資をする決定がなされたら、前記融資の申し出の条件を決定
しなければならない。前記売主スコア（上記の例では５８５）は、この点で重要であるか
もしれない。更に、前記商品の販売から発生すると予測される金額、売主が前記貸主また
は他の貸主から受けた他の融資、貸主のプラットフォームを介した他の売主との経験のよ
うなその他の因子が、全て、売主になされる前記申し出の金額、及び、その申し出の他の
条件を決定するための一因となるかもしれない。
【００６３】
　図７は、一実施の形態に係る、商品情報を電子オークションサイトに入力するために売
主によって使用される入力画面の図である。
【００６４】
　売主が販売商品を目録に載せるとき、当該売主は、典型的には、オークションサイトが
商品を訪問者（見込み買主）に対して適切に目録化できるよう、商品の特性を前記オーク
ションサイトに入力する。前記売主名は、当該売主が当該オークションサイトで有するア
カウント名であり、典型的には、変更されない。商品名、説明、開始指値、送料、支払方
法、当該商品が「今すぐ購入」価格を有するかどうか等、その他の特性が、前記商品の販
売と関連付けて入力可能である。
【００６５】
　図８は、一実施の形態に係る、販売用の目録の商品に対して融資の利用可能性を指示す
るポップアップ画面である。
【００６６】
　商品がオークションまたはオンラインマーケットプレースサイトの目録に載せられたと
き、ポップアップ画面８００が自動的に表示されるようにして、この画面により、前記ユ
ーザーが前記目録の商品に対して融資を受けることを望むかどうか当該ユーザーに尋ねる
ようにしてもよい。前記ポップアップ画面（別の実施の形態では、これは、サイドバー、
または、融資の申し出をするために前記売主に対して何らかのインタフェースを提供する
他の手段）は、前記貸主によって融資の申し出の決定がなされた後（処理５０６を参照）
、当該貸主により開始される。前記ポップアップ画面（または、他のインタフェース手段
）は、前記売主が、前記オークションまたはオンラインマーケットプレースサイトにその
商品を目録掲載した後、即座に表示するようにしてもよい（これは、典型的には、前記売
主または前記オークションまたは前記オンラインマーケットプレースサイトと前記貸主と
を介した直接的な通信を要求する）。前記ポップアップ画面（または他のインタフェース
手段）は、また、前記貸主が、前記オークション／オンラインマーケットプレースサイト
で、当該貸主について登録したユーザーに関する追加データを情報収集することによって
（またはＡＰＩを介して）、前記売主が新しい商品を目録掲載したことを前記貸主が確認
したときに、後の時点で前記売主に表示することもできる。
【００６７】
　一旦、商品に対する融資がなされてその商品が販売されると、前記販売からの資金は、
前記買主から（ペイパルまたはクレジットカード会社のような）支払仲介者にわたり、そ
の後、前記売主にわたる。前記融資後３０日で、または、それより前に、前記売主は、前
記貸主に前記融資を返済する義務があるであろう。更なる実施の形態では、前記販売から
の資金は、前記貸主に対して直接的に支払うようにすることができる。これは、前記売主
が、前記商品目録に対する前記支払情報中に、前記売主の口座ではなく前記貸主の口座に
対して支払がなされるであろうことを指定することにより達成される。前記貸主は、この
ようにして（または、貸主によってはそうではないかもしれないが）、前記商品に対する
支払が当該貸主に直接的になされるよう要求してもよい。更に他の実施の形態では、前記
貸主が、前記売主のペイパル、商用または銀行口座から直接的に資金を受け取ることがで
きるようにしてもよい。
【００６８】
　前記貸主は、前記融資の対象となる商品について担保権を受領する必要はないが、そう
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してもよい。別の実施の形態では、前記貸主が、前記融資資金の担保として販売される前
記商品に担保権を保持することができる。例えば、売主が塗料を販売しようとし、その塗
料に対して現金ローンを受けようとする場合、当該売主は、その塗料に担保権を保持して
もよい。したがって、前記塗料が決まった日までに販売されない場合、１）前記売主が、
同意のとおりに前記融資を完済しない場合、その塗料は前記貸主に発送されなければなら
ず、または、２）前記オークションサイトでの前記塗料の販売からの受取金は（その塗料
が販売されるときに）、前記貸主に直接支払われなければならない。前記売主は、典型的
には、（図７に図示するポップアップウインドウにおけるように）当該売主が前記融資に
同意する前に、前記担保権を了知すべきである。別の実施の形態では、前記貸主は、ある
グループの販売商品における担保権をグループ化してもよく、または、前記売主の売掛債
権中の担保権を有するようにしてよい。
【００６９】
　更なる実施の形態では、前記貸主から融資を受ける前記売主は、前記融資資金を特別な
口座に直接払い込ませることができる。例えば、前記融資資金は、前記売主のクレジット
カードを完済するために直接的に入金することができ、また、投資口座に直接的に入金す
ることもできる。同様に、買主から直接支払いを受ける売主は、また、投資口座のような
、或いは、クレジットカードやその他の負債を完済させるための特別の口座にその金銭を
自動的に入金させることができる。
【００７０】
　他の実施の形態では、売主は、オンラインでの商品の販売を介して受け取った資金を（
または、売主が有するかもしれない他の現金そのものを）投資ファンドに注入するよう決
定してもよく、そのような金銭は、貸主によってここに述べた売主に対して前記融資をな
すために使用される。売主により提供される金銭は、また、個人間融資（ピアツーピア融
資）サイトに資金供給・投資するために直接的に使用することもできる。
【００７１】
　図９は、一実施の形態に係る、当事者間での商品と現金との流れを図示するフロー図で
ある。
【００７２】
　第１の買主９００は、オークションサイトにおける買主であり、そのオークションサイ
トで第１の売主９０１から第１の商品を購入する。したがって、第１の買主９００は、第
１の売主９０１に対して、第１の売主９０１から第１の買主９００に対して発送される第
１の商品９１１のための現金額９１０を支払う。売主は、このとき、前記現金額を収集し
て保持している。第１の売主は、（ここで述べるように）売主に金銭を貸し付ける貸主９
０２により運営されるファンドに投資を希望する。それゆえ、第１の売主９０１は、投資
金Ｉドルを貸主９０２に受け渡す。投資金Ｉドルは、前記貸主によって他の当資金と共に
プールされ、（ここで述べるようにして）販売商品に対して借用を希望する当該オークシ
ョンサイトの他の売主に融資をするために使用される。
【００７３】
　第２の売主９０３は、商品（第２の商品）をオークションサイトのオークションで売り
に出す（図示略）。貸主９０２は、第２の商品に対するＸドルの融資９１３を、第２の売
主９０３に対して行う。第２の買主９０４は、第２の売主が第２の商品９１５を第２の買
主９０４に発送するのと引き換えに、Ｚドルを売主９０３に支払う。典型的には、前記Ｘ
ドルの融資金額は、前記第２の商品の購入費用（Ｚドル）より少ないことに留意する。ま
た、前記Ｘドルの融資金額は、第２の商品の購入費用Ｚドルと同等とすることもできる。
通常ではないが、前記Ｘドルの融資金額は、また、前記第２の商品の購入費用Ｚドルより
も大きなものとすることもできる。第２の売主がＺドル９１４の支払いを受領した後、第
２の売主は、Ｘドル９１３の融資を前記貸主９０２に返済することができる。第２の売主
９０３は、典型的には、また、前記融資に関するＹドルの利息（または、手数料、課徴金
等）を返済するであろうし、その結果、前記第２の売主９０３は、前記貸主９０２にＸド
ル（本来の融資金額）プラスＹドル（前記利息及び／または手数料）の返済金を支払う。
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【００７４】
　時間と共に、前記第１の売主９０１は、売主９０１の本来の投資金であるＩドル９１２
に関して、第１の売主９０１に（Ｉ´ドルとして示される）利益９１７を返済可能である
。前記Ｉ´ドル９１７の利益は、前記本来の投資金額Ｉドルに利息（及び／または手数料
）を加えたものにすることができ、または、その代わりに、（前記第１の売主が返還を要
求するまで、若しくは、他の同意によって）前記本来の投資金額Ｉドルを貸主９０２の所
有のままとする一方で分割払いにすることもできる。ここで注意すべき点は、第１の売主
９０１が、前記オークションサイトでの典型的な売主であり、買主から直接的に支払いを
受領する代わりに、これらの支払いが前記貸主９０２のファンドに投資されるようにする
ことができるという点であり、これにより、前記第１の売主９０１に対して追加の利益を
理想的に提供することができる点である。
【００７５】
　更なる実施の形態では、全ての既知のオークションサイトで販売される商品を追跡する
、マーケットプレース局または情報センターを維持可能である。販売されようとする特定
の商品に対して融資がなされる前に、前記商品は、他の貸主によって当該商品に対して他
の融資がなされていないことを保証するため、前記情報センターで検査可能である。もし
、異なる貸主が同一の商品に対して融資を行っている場合、前記現在の貸主は、その商品
に対する融資を拒絶してもよい。この状況は、自動車の所有者が自身の自動車の権利に対
して融資を受け、その後、同一の自動車に対して異なる貸主から他の融資を得ようとする
状況と同様とすることができる。同一の商品に対して重複して融資をすると、単一の融資
に対するよりも、両方に返済をさせる確率が高くなるため、前記貸主に問題を起こす可能
性がある。前記情報センターは、当該情報センターに参加する全ての貸主と通信する情報
センターデータベースを備えることができる。商品に対して融資がなされるたびに、前記
情報センターデータベースは、前記商品（及び、そのオークションサイト、売主のユーザ
ー名、あらゆる一意のオークションＩＤ番号、及び、あらゆる他の識別子情報等のような
、商品の特性）を格納する。売主が商品に対して融資を組むことを望むとき、その商品が
その情報センターに存在し、かつ、他の貸主によりその商品に対してなされた未処理の融
資が存在するかどうかを調査するために、売主は、前記情報センターデータベースに当該
商品を識別する情報について問合せをすることができる。未処理の融資が存在する場合、
前記貸主は、典型的には、その融資を行うことを拒絶してもよい。
【００７６】
　したがって、ここに述べた前記複数の方法の利点としては、それらが、オークション（
またはその他の電子商取引）サイトの参加者のためのキャッシュフローを最適化すること
ができることである。自身のキャッシュフローを維持するために現金融資を必要とする売
主は、自身の製品に対して借入可能であり、（その即座の金銭を受け取るという恩恵のた
めに何らかの追加分を支払うとしても）そのような融資を受けることができる一方、余分
の現金を有する売主は、貸付ファンドに投資して、自身に追加の利息を獲得することがで
きる。この全体的システムは、（キャッシュフローが低い人々にとっては）売主がビジネ
スを維持することを、或いは、（貸し付けのための余分な現金を所有する人々にとっては
）より多くの金を稼ぐことを援助することによって、オークションサイトでの全ての者の
全体的な経験を改善する。そのシステムは、また、前記売主が在庫を購入する追加の資金
を有すことになるため、オークションサイトでの販売用に目録に載せる商品の量を増大す
ることによって、そのオークションサイトに価値を提供する。
【００７７】
　あらゆる要素、サーバー、データベース、コンピュータ等、ここに述べるものは、また
、（通信ネットワークによって接続された）同一または異なる場所において多重の要素を
備えるように分割することもできる。したがって、例えば、前記商取引サイトホストは、
本願では、一つのユニットとして参照され、かつ、図示されているが、同ホストは、実際
は、異なるデータベース、サーバー、プロセッサー、記憶装置、実体（エンティティー）
等にわたって存在する。ここに述べるあらゆる接続は、直接的接続または他のノードや要
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素（ここに述べるもの、若しくは、述べないもののいずれか）を介した間接的接続のいず
れであってもよい。更に、ここに述べるあらゆる要素またはユニットは、その通信につい
て明示的にここで述べるか述べないかにかかわらず、ここに述べるあらゆる他の要素また
はユニットと通信可能である。
【００７８】
　「オークション」、「イーオークション」、「電子オークション」が本願で使用される
場合は、いずれも、他のタイプの商取引サイトを代替可能に使用することができる。
【００７９】
　ここで述べたあらゆる前記処理の順番は、あらゆる順番で遂行することができる点に留
意する。ここで述べたあらゆる処理は、また、任意とすることができる。ここでのあらゆ
る実施の形態は、また、電子的形態及びプログラムとして格納可能であり、及び／または
、そのようなデータは、あらゆるタイプのコンピュータ可読な記憶媒体（例えば、ＣＤ－
ＲＯＭ、ＤＶＤ、ディスク等）に格納可能である。
【００８０】
　ここに提供した上記の説明は、また、当業界で公知の、かつ、ここに述べた処理を実行
するために必要となるあらゆるハードウエア及び／またはソフトウエアを含む。ここで図
示した全ての要素は、また、任意に、あらゆる他の要素（ここに図示／説明するもの、ま
たは、図示しないが当業界で公知のもののいずれか）と通信してもよい。
【００８１】
　本発明の前記多くの特徴及び利点は、詳細な明細書から明らかであり、したがって、添
付の特許請求の範囲により、本発明の真の本質及び範囲に含まれる本発明の全てのかかる
特徴及び利点を包含することが意図されている。更に、多くの別例及び変更について、当
業者は容易に想到するであろうため、本発明は、図示され、かつ、説明されたそのものの
構成及び作用に限定されるものではなく、したがって、本発明の範囲内に含まれる全ての
適当な変更例及び均等物に依拠することができる。
【図１】 【図２】
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【図９】
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